
Ｈ２９新旧対照表

宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書 改定後 宮城県農業農村整備事業等用地調査等 共通仕様書 改訂前

第１章 （略） 第１章 （略）
（適用範囲） （適用範囲）
第１条 この宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。） 第１条 この宮城県農業農村整備事業等用地調査等 共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）

は、宮城県が発注する農業農村整備事業（以下「県営事業」という。）の用に供する土地等の取 は、宮城県が発注する農業農村整備事業（以下「県営事業」という。）の用に供する土地等の取
得又は使用及びこれに伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測量、登記資料収集整理等、建物 得又は使用及びこれに伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測量、登記資料収集整理等、建物
等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地 等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地
評価、補償説明、地盤変動影響調査等、費用負担の説明、騒音等調査、事業認定申請図書等の作 評価、補償説明、地盤変動影響調査等、費用負担の説明、騒音等調査、事業認定申請図書等の作
成、物件調書の作成、保安林解除等申請図書等の作成、完了図書の作成、内水面漁業権等調査、 成、物件調書の作成、保安林解除等申請図書等の作成、完了図書の作成、内水面漁業権等調査、
阻害要因の調査及び処理方針の作成並びに写真台帳の作成等の業務（以下「用地調査等業務」と 阻害要因の調査及び処理方針の作成並びに写真台帳の作成等の業務（以下「用地調査等業務」と
いう。）の業務を実施する場合に適用するものとし、契約図書の具体的内容及びその他の必要な いう。）の業務を実施する場合に適用するものとし、契約図書の具体的内容及びその他の必要な
事項を定め、もって契約の適正な履行と業務の円滑な執行を図るためのものである。 事項を定め、もって契約の適正な履行と業務の円滑な執行を図るためのものである。

（用語の定義） （用語の定義）
第２条 （略） 第２条 （略）
（１） （略） （１） （略）
（２）「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しく （２）「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しく

は会社その他の法人又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 は会社その他の法人 をいう。
（３） ～ （８） （略） （３） ～ （８） （略）
（９）「契約書」とは、「建設工事に係る調査測量等の契約取扱について」（平成２９年３月２９ （９）「契約書」とは、「建設工事に係る調査測量等の契約取扱について」（平成２７年３月２５

日付け出契第１４５６号副知事依命通達）別紙委託契約書をいう。 日付け出契第１５１５号副知事依命通達）別紙委託契約書をいう。
（10） ～ （39） （略） （10） ～ （39） （略）
（40）「検証」とは、受注者が用地調査等業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発 （40）「検証」とは、受注者が用地調査等業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発

注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正 注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかどうかを点検及び修補
することをいう。 することをいう。

（41） （略） （41） （略）

第３条 ～ 第３７条 （略） 第３条 ～ 第３７条 （略）

（調査・試験に対する協力） （新 設）
第３８条 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、調

査職員の指示によりこれに協力しなければならない。

第２章 （略） 第２章 （略）

第１節 （略） 第１節 （略）
第３９条 （略） 第３８条 （略）
第４０条 （略） 第３９条 （略）
第４１条 （略） 第４０条 （略）
第４２条 （略） 第４１条 （略）
第４３条 （略） 第４２条 （略）
第４４条 （略） 第４３条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
第４５条 （略） 第４４条 （略）
第４６条 （略） 第４５条 （略）
第４７条 （略） 第４６条 （略）

（補償額算定調書に計上する数値） （補償額算定調書に計上する数値）
第４８条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるもののほか、 第４７条 補償額算定調書に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるもののほか、



第４５条による計測値を基に算出した数値とする。 第４４条による計測値を基に算出した数値とする。
（１）建物の延べ床面積は、第４６条第３項で算出した数値とする。 （１）建物の延べ床面積は、第４５条第３項で算出した数値とする。
（２） （略） （２） （略）

（補償額の端数処理） （補償額等の端数処理）
第４９条 （略） 第４８条 （略）

第３章 （略） 第３章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）

第５０条 （略） 第４９条 （略）
第５１条 （略） 第５０条 （略）
第５２条 （略） 第５１条 （略）

（建物の登記記録の調査） （建物の登記記録の調査）
第５３条 建物登記簿の調査は、第５１条で作成した地図から調査区域内の建物に係わる次の各号 第５２条 建物登記簿の調査は、第５０条で作成した地図から調査区域内の建物に係わる次の各号

に掲げる登記事項について行うものとする。 に掲げる登記事項について行うものとする。
（１） ～ （６） （略） （１） ～ （６） （略）

第５４条 （略） 第５３条 （略）
第５５条 （略） 第５４条 （略）
第５６条 （略） 第５５条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）

（転写連続地図の作成） （転写連続地図の作成）
第５７条 第５１条第１項により転写した地図は、各葉を転写して連続させた地図（以下「転写連 第５６条 第５０条第１項により転写した地図は、各葉を転写して連続させた地図（以下「転写連

続図」という。以下同じ。）を作成し、次の事項を記入するものとする。 続図」という。以下同じ。）を作成し、次の事項を記入するものとする。
（１） （略） （１） （略）
（２）第５２条第３号で調査した登記名義人の氏名等 （２）第５１条第３号で調査した登記名義人の氏名等
（３） （略） （３） （略）

（調査書の作成） （調査書の作成）
第５８条 第５２条から第５５条までに調査した事項については、土地登記簿調査表（様式第８号 第５７条 第５１条から第５４条までに調査した事項については、土地登記簿調査表（様式第８号

の１、第８号の２）、建物登記簿調査表（様式第９号の１、第９号の２）、権利者調査表（様式 の１、第８号の２）、建物登記簿調査表（様式第９号の１、第９号の２）、権利者調査表（様式
第１０号の１、第１０号の２）、墓地管理者調査表（様式第１１号の１）及び墓地使用（祭祀） 第１０号の１、第１０号の２）、墓地管理者調査表（様式第１１号の１）及び墓地使用（祭祀）
者調査表（様式第１１号の２）に所定の事項を記載するものとする。 者調査表（様式第１１号の２）に所定の事項を記載するものとする。

２ （略） ２ （略）
３ 土地利用履歴等の調査表は、第５６条の結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するも ３ 土地利用履歴等の調査表は、第５５条の結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するも

のとする。 のとする。

第４章 （略） 第４章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第５９条 （略） 第５８条 （略）

（資料の作成及び立会い） （資料の作成及び立会い）
第６０条 （略） 第５９条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 前条の打合せの結果、第５７条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行う ３ 前条の打合せの結果、第５６条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行う

ことによって、部局長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなすとした場合には、これ ことによって、部局長又は公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなすとした場合には、これ
に必要な作業を行うものとする。この場合、必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者から に必要な作業を行うものとする。この場合、必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者から
第６４条第２項に準じた同意を得るものとする。 第６３条第２項に準じた同意を得るものとする。



第６１条 （略） 第６０条 （略）

（立会い準備） （立会い準備）
第６２条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条の画地の境界点 第６１条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条の画地の境界点

の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第５２条から第５５条までの調査 の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第５１条から第５４条までの調査
結果を基に作成するものとする。 結果を基に作成するものとする。

２ （略） ２ （略）

（境界立会いの画地及び範囲） （境界立会いの画地及び範囲）
第６３条 境界立会いの画地及び範囲は、測量作業規程に定めるところによるほか、一筆の土地 第６２条 境界立会いの画地及び範囲は、測量作業規程に定めるところによるほか、一筆の土地
であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則（平 であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則（平

成17年２月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通知）第６８条及び第６９号に定める地 成17年２月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通知）第６８条 に定める地
目の区分による 現況の地目ごとの画地とする。 目の区分による 現況の地目ごとの画地とする。

第６４条 （略） 第６３条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
第６５条 （略） 第６４条 （略）
第６６条 （略） 第６５条 （略）
第６７条 （略） 第６６条 （略）

第３節 （略） 第３節 （略）
第６８条 （略） 第６７条 （略）

第４節 （略） 第４節 （略）
第６９条 （略） 第６８条 （略）
第７０条 （略） 第６９条 （略）
第７１条 （略） 第７０条 （略）
第７２条 （略） 第７１条 （略）

第５章 （略） 第５章 （略）
第７３条 （略） 第７２条 （略）
第７４条 （略） 第７３条 （略）

（協 議） （協 議）
第７５条 受注者は、第７３条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所との折衝の結果、 第７４条 受注者は、第７２条で規定する資料等の収集整理に当たり、管轄登記所との折衝の結果、

その処理に困難なものがある場合には、調査職員と協議し、指示を受けなければならない。 その処理に困難なものがある場合には、調査職員と協議し、指示を受けなければならない。

第７６条 （略） 第７５条 （略）

第６章 （略） 第６章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第７７条 （略） 第７６条 （略）
第７８条 （略） 第７７条 （略）
第７９条 （略） 第７８条 （略）
第８０条 （略） 第７９条 （略）
第８１条 （略） 第８０条 （略）

（非木造建物） （木造建物）
第８２条 非木造建物〔Ｉ〕の調査は、建物要領別添二 非木造建物調査積算要領（以下「非木造 第８１条 非木造建物〔Ｉ〕の調査は、建物移転料算定要領（平成２８年３月３１日付け２７農振

建物要領」という。）により行うものとする。 第２４０６号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知。（以下「建物要領」という。））別添二
非木造建物調査積算要領（以下「非木造建物要領」という。）により行うものとする。

２ （略） ２ （略）



第８３条 （略） 第８２条 （略）
第８４条 （略） 第８３条 （略）
第８５条 （略） 第８４条 （略）
第８６条 （略） 第８５条 （略）
第８７条 （略） 第８６条 （略）

（立竹木等） （立竹木等）
第８８条 第８７条
（１） ～ （３） （略） （１） ～ （３） （略）
（４）収穫樹の調査 （４）収穫樹の調査

樹種、胸高直径、幹周、樹高、樹齢（又は植付年次）、管理の状況等を調査する。また、樹 樹種、胸高直径、幹周、樹高、樹齢（又は植付年次）、管理の状況等を調査する。また、樹
園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第８５条の例により調査す 園地に囲障、吊り棚等の工作物が存するときは、これらについても第８４条の例により調査す
る。 る。

（５） ～ （９） （略） （５） ～ （９） （略）

第８９条 （略） 第８８条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
（建物等の配置図の作成） （建物等の配置図の作成）
第９０条 （略） 第８９条 （略）

（１） ～ （２） （略） （１） ～ （２） （略）
（３）用紙は、工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１１条により制定された日本工業 （３）用紙は、工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１１条により制定された日本工業

規格（以下「日本工業規格」という。）Ａ列３番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であ 規格 Ａ列３番を用いる。ただし、建物の敷地が広大であ
るため記載することが困難である場 合には、Ａ列２番によることができる（以下この るため記載することが困難である場 合には、Ａ列２番によることができる（以下この
節において同じ。）。 節において同じ。）。

（４） ～ （７） （略） （４） ～ （７） （略）

（法令に基づく施設改善） （法令に基づく施設改善）
第９１条 法令に基づく施設改善の調査書は、第７９条の調査結果を基に調査書を作成するものと 第９０条 法令に基づく施設改善の調査書は、第７８条の調査結果を基に調査書を作成するものと

する。
２ （略） ２ （略）

（木造建物） （木造建物）
第９２条 木造建物の図面及び調査書は、第８０条の調査結果を基に作成するものとする。 第９１条 木造建物の図面及び調査書は、第７９条の調査結果を基に作成するものとする。
１ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（木造特殊建物） （木造特殊建物）
第９３条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第８１条の調査結果を基に作成するものとする。 第９２条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第８０条の調査結果を基に作成するものとする。
２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（非木造建物） （非木造建物）
第９４条 非木造建物〔Ｉ〕の図面及び調査書は、第８２条第１項の調査結果を基に非木造建物要 第９３条 非木造建物〔Ｉ〕の図面及び調査書は、第８１条第１項の調査結果を基に非木造建物要

領により作成するものとする。 領により作成するものとする。
２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第８２条第２項の調査結果を基に非木造建物要領を準 ２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第８１条第２項の調査結果を基に非木造建物要領を準

用して作成するものとする。 用して作成するものとする。
（機械設備） （機械設備）
第９５条 機械設備の図面及び調査書は、第８３条の調査結果を基に機械設備要領により作成する 第９４条 機械設備の図面及び調査書は、第８２条の調査結果を基に機械設備要領により作成する

ものとする。 ものとする。

（生産設備） （生産設備）
第９６条 生産設備の図面及び調査書は、第８４条の調査結果を基に作成するものとする。 第９５条 生産設備の図面及び調査書は、第８３条の調査結果を基に作成するものとする。
２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）



（附帯工作物） （附帯工作物）
第９７条 附帯工作物の図面及び調査書は、第８５条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成 第９６条 附帯工作物の図面及び調査書は、第８４条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成

するものとする。 するものとする。

（庭園） （庭園）
第９８条 庭園の調査書は、第８６条の調査結果を基に工作物調査表（様式第１５号）及び立竹木 第９７条 庭園の調査書は、第８５条の調査結果を基に工作物調査表（様式第１５号）及び立竹木

調査表（様式第１６号の１）を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量 調査表（様式第１６号の１）を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量
等を記載することにより作成するものとする。 等を記載することにより作成するものとする。

（墳墓） （墳墓）
第９９条 墳墓の図面及び調査書は、第８７条の調査結果を基に作成するものとする。 第９８条 墳墓の図面及び調査書は、第８６条の調査結果を基に作成するものとする。
２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（立竹木等） （立竹木等）
第１００条 立竹木等の図面及び調査書は、第８８条の調査結果を基に作成するものとする。 第９９条 立竹木等の図面及び調査書は、第８７条の調査結果を基に作成するものとする。
２ 第８８条第５号又は第２号、第３号、第６号及び第７号で標準地調査を行ったものの図面には、 ２ 第８７条第５号又は第２号、第３号、第６号及び第７号で標準地調査を行ったものの図面には、

次の各号の事項を記載するものとする。 次の各号の事項を記載するものとする。
３ （略） ３ （略）

（石綿） （石綿）
第１０１条 石綿の図面及び調査書は、第８９条の調査結果を基に石綿要領により作成するものと 第１００条 石綿の図面及び調査書は、第８８条の調査結果を基に石綿要領により作成するものと

する。 す る。

第３節 算 定 第３節 算 定
（移転先の検討） （移転先の検討）
第１０２条 （略） 第１０１条 （略）
２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）
４ 前３項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第９０条で定める図面 ４ 前３項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第８９条で定める図面

に対象となるものを明示するものとする。 に対象となるものを明示するものとする。

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） （法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定）
第１０３条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用 第１０２条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用

益損失額の算定は、第９１条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認め 益損失額の算定は、第９０条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認め
る場合に、運用方針第１５第３項の定めるところにより行うものとする。 る場合に、運用方針第１５第３項の定めるところにより行うものとする。

（木造建物） （木造建物）
第１０４条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９２条 第１０３条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９１条

で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ｉ〕については木造建物要領により、当該建物の で作成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ｉ〕については木造建物要領により、当該建物の
推定再建築費を積算するものとする。 推定再建築費を積算するものとする。

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、木造建物要領 なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、木造建物要領
第２条第３項に定めるところによるものとする。 第２条第３項に定めるところによるものとする。

２ （略） ２ （略）

（木造特殊建物） （木造特殊建物）
第１０５条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９ 第１０４条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９

３条で作成した図面及び調査書を基に、積算するものとする。 ２条で作成した図面及び調査書を基に、積算するものとする。
なお、その積算に当たっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。 なお、その積算に当たっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。

２ （略） ２ （略）

（非木造建物） （非木造建物）
第１０６条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９４ 第１０５条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第９３

条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ｉ〕については非木造建物要領により、当該 条で作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ｉ〕については非木造建物要領により、当該
建物の推定再建築費を積算するものとする。 建物の推定再建築費を積算するものとする。

なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第３条第３項に なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算に当たっては、非木造建物要領第３条第３項に



定めるところによるものとする。 定めるところによるものとする。
２ （略） ２ （略）

（照応建物の詳細設計） （照応建物の詳細設計）
第１０７条 第１０２条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各 第１０６条 第１０１条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各

号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。 号に掲げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。
（１） ～ （２） （略） （１） ～ （２） （略）

（機械設備） （機械設備）
第１０８条 機械設備の補償額の算定は、第９５条で作成した資料を基に機械設備要領により行う 第１０７条 機械設備の補償額の算定は、第９４条で作成した資料を基に機械設備要領により行う

ものとする。 ものとする。

（生産設備） （生産設備）
第１０９条 生産設備の補償額の算定は、第９６条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及 第１０８条 生産設備の補償額の算定は、第９５条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及

び適否について検討した上で、行うものとする。 び適否について検討した上で、行うものとする。
２ （略） ２ （略）

（附帯工作物） （附帯工作物）
第１１０条 附帯工作物の補償額の算定は、第９７条で作成した資料を基に附帯工作物要領により 第１０９条 附帯工作物の補償額の算定は、第９６条で作成した資料を基に附帯工作物要領により

行うものとする。 行うものとする。

（庭園） （庭園）
第１１１条 庭園の補償額の算定は、第９８条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討 第１１０条 庭園の補償額の算定は、第９７条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討

した上で、行うものとする。 した上で、行うものとする。

（墳墓） （墳墓）
第１１２条 墳墓の補償額の算定は、第９９条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び当該地 第１１１条 墳墓の補償額の算定は、第９８条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び当該地

方における改葬方法の慣行等を検討し、改葬費を併せて行うものとする。 方における改葬方法の慣行等を検討し、改葬費を併せて行うものとする。

（立竹木等） （立竹木等）
第１１３条 立竹木等の補償額の算定は、第１００条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可 第１１２条 立竹木等の補償額の算定は、第９９条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否

否及び適否について検討した上で、各地区用地対策連絡協議会等が定める算定要領等により行う 及び適否について検討した上で、各地区用地対策連絡協議会等が定める算定要領等により行うも
ものとする。 のとする。

第７章 （略） 第７章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第１１４条 （略） 第１１３条 （略）
第１１５条 （略） 第１１４条 （略）

（居住者等に関する調査） （居住者等に関する調査）
第１１６条 （略） 第１１５条 （略）

（１）氏名等、住所（建物番号及び室番号） （１）氏名 ・住所（建物番号及び室番号）
（２）居住者の家族構成（氏名及び生年月日等） （２）居住者の家族構成（氏名及び生年月日 ）
（３） ～ （５） （略） （３） ～ （５） （略）

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（動産に関する調査） （動産に関する調査）
第１１７条 （略） 第１１６条 （略）

（１）動産の所在地（建物番号及び室番号） （１）所有者の氏名等及び住所等（建物番号及び室番号）
（２）所有者の氏名等及び住所等 （２）動産の所在地
（３） （略） （３） （略）
（４）一般動産については、品目、形状、寸法、重量及び数量又は体積 （４）一般動産については、品目、形状、寸法、容量及び重量
（５） （略） （５） （略）



第２節 （略） 第２節 （略）
第１１８条 （略） 第１１７条 （略）

第３節 （略） 第３節 （略）
第１１９条 （略） 第１１８条 （略）

第８章 （略） 第８章 （略）
第１２０条 （略） 第１１９条 （略）
第１２１条 （略） 第１２０条 （略）

（補償の要否の判定等） （補償の要否の判定等）
第１２２条 （略） 第１２１条 （略）
２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（「土地改良事業の施行に伴う損失の補償等 ２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（（「土地改良事業の施行に伴う損失の補償

に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成２６年４月１日付け２５農振第２４１ 等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成２６年４月１日付け２５農振第２４
８号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知）別添－５参考により、補償の要否を判定（課税 １８号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知））別添－５参考）により、補償の要否を判定（課
売上割合の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第２３号）を用いて、作成する 税売上割合の算定を含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第２３号）を用いて、作成 す
ものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、 るものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたとき は、
当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。 当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。

第９章 （略） 第９章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第１２３条 （略） 第１２２条 （略）
第１２４条 （略） 第１２３条 （略）

（敷地使用実態の調査） （敷地使用実態の調査）
第１２５条 （略） 第１２４条 （略）

（１） ～ （３） （略） （１） ～ （３） （略）
（４） （略） （４） （略）

① ～ ② （略） ① ～ ② （略）
③ 原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに製品等の品目及び数量 ③ 原材料、製品等の置場の位置、形状、寸法及び原材料並びに製品等の品目及び数量
④ (略) ④ (略)

（５） ～ （７） （略） （５） ～ （７） （略）

（建物調査） （建物調査）
第１２６条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる 第１２５条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる

範囲に在する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、 範囲に在する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、
第８０条から第８２条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、 第７９条から第８１条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、
建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。 建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

第１２７条 （略） 第１２６条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
（企業概要書） （企業概要書）
第１２８条 企業内容等の調査書は、第１２４条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１） 第１２７条 企業内容等の調査書は、第１２３条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１）

を用いて、作成するものとする。 を用いて、作成するものとする。

（配置図） （配置図）
第１２９条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範 第１２８条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範

囲について、第１２５条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工 囲について、第１２４条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工
場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用する 場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用する
ことができる。 ことができる。
（１） ～ （３） （略） （１） ～ （３） （略）



第１３０条 （略） 第１２９条 （略）

（移転計画案の作成） （移転計画案の作成）
第１３１条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第１２４条から第１２７条の調査結果を基に、 第１３０条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第１２３条から第１２６条の調査結果を基に、

次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の 次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の
移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当するか否かの検討を行うも 移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当するか否かの検討を行うも
のとする。 のとする。
（１） ～ （７） （略） （１） ～ （７） （略）
２ （略） ２ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）
（補償概算額の算定） （補償概算額の算定）
第１３２条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第１２８条から第 第１３１条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第１２７条から前

１３１条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。

第１０章 （略） 第１０章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第１３３条 （略） 第１３２条 （略）

（企業内容等の調査） （企業内容等の調査）
第１３４条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ 第１３３条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただ

し、第１２８条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 し、第１２７条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。
（１） ～ （８） （略） （１） ～ （８） （略）

（敷地使用実態の調査） （敷地使用実態の調査）
第１３５条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 第１３４条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

ただし、第１２５条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものと ただし、第１２４条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものと
する。 する。
（１） ～ （３） （略） （１） ～ （３） （略）
（４） （略） （４） （略）

① ～ ② （略） ① ～ ② （略）
③ 原材料・製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに品目及び数量 ③ 原材料、製品等の置場の位置、形状及び寸法並びに製品等の品目及び数量
④ （略） ④ （略）

（５） ～ （７） （略） （５） ～ （７） （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
（企業概要書） （企業概要書）
第１３６条 企業内容等の調査書は、第１３４条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１） 第１３５条 企業内容等の調査書は、第１３３条の調査結果を基に企業概要書（様式第２４号の１）

を用いて、作成するものとする。 を用いて、作成するものとする。

（移転工法案の作成） （移転工法案の作成）
第１３７条 工場等の移転工法案は、第７８条から第８６条まで、第８８条、第１３４条及び第１ 第１３６条 工場等の移転工法案は、第７７条から第８５条まで、第８７条、第１３３条及び第１

３５条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合 ３４条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合
において、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当 において、残地が建物等の移転先地として運用方針第１５第１（４）アからウまでの要件に該当
するか否かの検討を行うものとする。 するか否かの検討を行うものとする。
（１） ～ （７） （略） （１） ～ （７） （略）
２ （略） ２ （略）

第１３８条 （略） 第１３７条 （略）

第１１章 （略） 第１１章 （略）
第１３９条 （略） 第１３８条 （略）
第１４０条 （略） 第１３９条 （略）



第１２章 （略） 第１２章 （略）
第１４１条 （略） 第１４０条 （略）
第１４２条 （略） 第１４１条 （略）
第１４３条 （略） 第１４２条 （略）
第１４４条 第１４３条 （略）

（標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成） （標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成）
第１４５条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第１４２条に定める土地評価の基準を 第１４４条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第１４１条に定める土地評価の基準を

適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。 適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。
２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

第１４６条 （略） 第１４５条 （略）

第１３章 （略） 第１３章 （略）
第１４７条 （略） 第１４６条 （略）
第１４８条 （略） 第１４７条 （略）
第１４９条 （略） 第１４８条 （略）
第１５０条 （略） 第１４９条 （略）
第１５１条 （略） 第１５０条 （略）
第１５２条 （略） 第１５１条 （略）

第１４章 （略） 第１４章 （略）
第１節 （略） 第１節 （略）
第１５３条 第１５２条
第１５４条 （略） 第１５３条 （略）
第１５５条 （略） 第１５４条 （略）

第２節 （略） 第２節 （略）
第１５６条 （略） 第１５５条 （略）

第１５章 （略） 第１５章 （略）
第１５７条 （略） 第１５６条 （略）
第１５８条 （略） 第１５７条 （略）
第１５９条 （略） 第１５８条 （略）
第１６０条 （略） 第１５９条 （略）
第１６１条 （略） 第１６０条 （略）
第１６２条 （略） 第１６１条 （略）

第１６章 （略） 第１６章 （略）
第１６３条 （略） 第１６２条 （略）
第１６４条 （略） 第１６３条 （略）

第１７章 （略） 第１７章 （略）
第１６５条 （略） 第１６４条 （略）
第１６６条 （略） 第１６５条 （略）
第１６７条 （略） 第１６６条 （略）
第１６８条 （略） 第１６７条 （略）
第１６９条 （略） 第１６８条 （略）

（事業認定申請図書の作成方法） （事業認定申請図書の作成方法）
第１７０条 事業認定申請図書は、法第１８条及び法施行規則（昭和２６年建設省令第３３号。以 第１６９条 事業認定申請図書は、法第１８条及び法施行規則（昭和２６年建設省令第３３号。以

下この章において「規則」という。）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、「別記５」事業 下この章において「規則」という。）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、「別記５」事業
認定申請図書等作成要領等により作成するものとする。 認定申請 書等作成要領等により作成するものとする。



第１７１条 （略） 第１７０条 （略）
第１７２条 （略） 第１７１条 （略）
第１７３条 （略） 第１７２条 （略）
第１７４条 （略） 第１７３条 （略）

（裁決申請図書の作成方法） （裁決申請図書の作成方法）
第１７５条 裁決申請図書は、法第40条及び規則第16条並びに第17条に定めるところに従うほか、 第１７４条 裁決申請図書は、法第40条及び規則第16条並びに第17条に定めるところに従うほか、
「別記５」事業認定申請図書等作成要領等により作成するものとする。 「別記５」事業認定申請 書等作成要領等により作成するものとする。

第１７６条 （略） 第１７５条 （略）

（明渡裁決申立図書の作成方法） （明渡裁決申立図書の作成方法）
第１７７条 明渡裁決申立図書は、法第４７条の３及び規則第１７条の６並びに第１７条の７に定 第１７６条 明渡裁決申立図書は、法第４７条の３及び規則第１７条の６並びに第１７条の７に定

めるところに従うほか、「別記５」事業認定申請図書等作成要領等により作成するものとする。 めるところに従うほか、「別記５」事業認定申請 書等作成要領等により作成するものとする。

第１８章 （略） 第１８章 （略）
第１７８条 （略） 第１７７条 （略）

第１９章 （略） 第１９章 （略）
第１７９条 （略） 第１７８条 （略）
第１８０条 （略） 第１７９条 （略）
第１８１条 （略） 第１８０条 （略）
第１８２条 （略） 第１８１条 （略）

第２０章 （略） 第２０章 （略）
第１８３条 （略） 第１８２条 （略）
第１８４条 （略） 第１８３条 （略）
第１８５条 （略） 第１８４条 （略）

第２１章 （略） 第２１章 （略）
第１８６条 （略） 第１８５条 （略）
第１８７条 （略） 第１８６条 （略）

第２２章 （略） 第２２章 （略）
第１８８条 （略） 第１８７条 （略）
第１８９条 （略） 第１８８条 （略）
第１９０条 （略） 第１８９条 （略）

（登記及び権利に関する調査） （登記及び権利に関する調査）
第１９１条 登記所備付け地図の転写は、第５１条を、土地の登記記録の調査は、第５２条を、権 第１９０条 登記所備付け地図の転写は、第５０条を、土地の登記記録の調査は、第５１条を、権

利者の確認調査は、第５４条をそれぞれ準用するものとし、当該地周辺の登記及び権利関係の阻 利者の確認調査は、第５３条をそれぞれ準用するものとし、当該地周辺の登記及び権利関係の阻
害要因を調査するものとする。 害要因を調査するものとする。

第１９２条 （略） 第１９１条 （略）
第１９３条 （略） 第１９２条 （略）

（阻害要因の調査分析及び取りまとめ） （阻害要因の調査分析及び取りまとめ）
第１９４条 第１８９条から第１９３条までの調査における阻害要因を分析の上、阻害要因等特定 第１９３条 第１８８条から前条までの調査における阻害要因を分析の上、阻害要因等特定調査票

調査票（様式第３０号の１、第３０号の２）に取りまとめ、施設別及び次に掲げる類型別に整理 （様式第３０号の１、第３０号の２）に取りまとめ、施設別及び次に掲げる類型別に整理するも
するものとする。 のとする。
（１） ～ （８） （略） （１） ～ （８） （略）
２ （略） ２ （略）

第１９５条 （略） 第１９４条 （略）



第１９６条 （略） 第１９５条 （略）

第２３章 （略） 第２３章 （略）
（写真台帳の作成） （写真台帳の作成）
第１９７条 （略） 第１９６条 （略）

（１） ～ （２） （略） （１） ～ （２） （略）
（３）第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第１１７条第 （３）第７章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第１１６条第

３号及び第４号の動産の種類等が容易にわかるものとする。 ３号及び第４号の動産の種類等が容易にわかるものとする。
（４） ～ （６） （略） （４） ～ （６） （略）
２ ～ ４ （略） ２ ～ ４ （略）



宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書「様式」

新旧対照表



改 正 後 現 行

様式第１号 様式第１号

検 証 ・ 照 査 済 一 覧 表 全 葉の内 検 証 ・ 照 査 済 一 覧 表 全 葉の内

従 事 者 従 事 者

作 業 の 種 別 作 業 の 種 別

資 格 氏 名 印 資 格 氏 名 印

（備考）従事者欄には、共通仕様書第９条に定める別記２の業務従事者が記名押印すること。 （備考）従事者欄には、共通仕様書第９条に定める別記２の業務従事者が記名押印すること。

宮城県用地調査等業務共通仕様書第１６条に基づく検証及び第９条に基づく照査については、管 用地調査等 共通仕様書第１６条及に基づく検証及び第９条に基づく照査については、管

理技術者及び照査技術者において計算過程、仕様書との整合、単価の適用等について詳細に検証及 理技術者及び照査技術者において計算過程、仕様書との整合、単価の適用等について詳細に検証及び

び照査を行った結果、適正に作成されていることを証明します。 照査を行った結果、適正に作成されていることを証明します。

平成 年 月 日 平成 年 月 日

受 注 者 名 印 受 注 者 名 印

管理技術者氏名 印 管理技術者氏名 印

照査技術者氏名 印 照査技術者氏名 印

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦とする。

様式第２号 ～ 様式第１９号の４ （略） 様式第２号 ～ 様式第１９号の４ （略）







宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書「別記」

新旧対照表



2008245ic
長方形

2008245ic
長方形










